
議案第１６号 

倉敷市教育委員会行政組織規則の改正について 

倉敷市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

令和７年３月２７日提出 

                       倉敷市教育委員会 

                       教育長 仁 科   康 

 

倉敷市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

倉敷市教育委員会行政組織規則（昭和５１年倉敷市教育委員会規則第１４号）の一部を次の

ように改正する。 

第１１条保健体育課の事務分掌中第１２号の次に次の１号を加える。 

(13) 学校徴収金に関すること。 

第１２条生涯学習施設再編整備室の事務分掌中第２号を削る。 

第１８条の表倉敷中央学校給食共同調理場の項を次のとおり改める。 

倉敷中央学校給食共同調理場 倉敷学校給食共同調理場 

児島学校給食共同調理場 

庄学校給食共同調理場 

真備学校給食共同調理場 

第１８条の表中央図書館の項を次のとおり改める。 

中央図書館 図書館移転準備室 

水島図書館 

児島図書館 

玉島図書館 

船穂図書館 

真備図書館 

第１９条第１項の表図書館の項の次に次のように加える。 

図書館移転準備室 室長 

第１９条第２項中「館長補佐」の次に「、室長補佐」を加える。 

第１９条の２中第１１項を第１３項とし、第８項から第１０項までを２項ずつ繰り下げ、第

教育企画総務課 



７項を第９項とし、同項の前に次の１項を加える。 

８ 室長補佐は、室長を補佐し、所掌事務を掌理し、室長に事故あるときは、その職務を代行

する。 

第１９条の２中第６項を第７項とし、第３項から第５項までを１項ずつ繰り下げ、第２項の

次に次の１項を加える。 

３ 室長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

第２５条に次の１項を加える。 

３ 中央図書館には、図書館移転準備室を置き、次の事務をつかさどる。 

(１) 今後の市立図書館の在り方の検討に関すること。 

(２) 中央図書館をはじめとする施設の複合化等に伴う移転作業等の推進に関すること。 

(３) 図書館システムに関すること。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第１８条の表倉敷中央学校給食共同

調理場の項に係る改正規定は、令和７年７月１日から施行する。 

 

提案理由 

行政組織改正に伴い規定を整備する等のため、規則を改正するものである。 



 

倉敷市教育委員会行政組織規則（昭和51年倉敷市教育委員会規則第14号）新旧対照表 

新 旧 

（学校教育部の事務分掌） （学校教育部の事務分掌） 

第11条 学校教育部の事務分掌は、次のとおりとする。 第11条 学校教育部の事務分掌は、次のとおりとする。 

保健体育課 保健体育課 

(1) 学校保健及び学校安全に関すること。 (1) 学校保健及び学校安全に関すること。 

（略） （略） 

(13) 学校徴収金に関すること。                 

（生涯学習部の事務分掌） （生涯学習部の事務分掌） 

第12条 生涯学習部の事務分掌は、次のとおりとする。 第12条 生涯学習部の事務分掌は、次のとおりとする。 

生涯学習施設再編整備室 生涯学習施設再編整備室 

(1) 生涯学習施設の再編整備に関すること。 (1) 生涯学習施設の再編整備に関すること。 

                  (2) 図書館システムに関すること。 

第18条 教育機関の所属は、次のとおりとする。 第18条 教育機関の所属は、次のとおりとする。 

所属 教育機関 

学校教育部 倉敷中央学校給食共同調理場 

学校教育部指導課 教育センター 

倉敷中央学校給食共同調

理場 

倉敷学校給食共同調理場 

児島学校給食共同調理場 

庄学校給食共同調理場 

真備学校給食共同調理場 
 

所属 教育機関 

学校教育部 倉敷中央学校給食共同調理場 

学校教育部指導課 教育センター 

倉敷中央学校給食共同調

理場 

倉敷学校給食共同調理場 

庄学校給食共同調理場 

真備学校給食共同調理場 
 

中央図書館 図書館移転準備室 

水島図書館 

児島図書館 

玉島図書館 

中央図書館 水島図書館 

児島図書館 

玉島図書館 

船穂図書館 



 

船穂図書館 

真備図書館 
 

真備図書館 
 

第19条 次の表の左欄に掲げる教育機関に右欄に掲げる職を置く。 第19条 次の表の左欄に掲げる教育機関に右欄に掲げる職を置く。 

教育機関 職 

教育センター 館長 

学校給食共同調理場 所長 

図書館 館長、係長（中央図書館に限る。） 

図書館移転準備室 室長 

美術館 館長 
 

教育機関 職 

教育センター 館長 

学校給食共同調理場 所長 

図書館 館長、係長（中央図書館に限る。） 

美術館 館長 
 

２ 前項に定める職のほか、課長主幹、所長代理、館長代理、所長補佐、館

長補佐、室長補佐、主幹、主任及び副主任を置くことができる。 

２ 前項に定める職のほか、課長主幹、所長代理、館長代理、所長補佐、館

長補佐          、主幹、主任及び副主任を置くことができる。 

第19条の２ （略） 第19条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 室長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督す

る。 

 

４ （略） ３ （略） 

５ （略） ４ （略） 

６ （略） ５ （略） 

７ （略） ６ （略） 

８ 室長補佐は、室長を補佐し、所掌事務を掌理し、室長に事故あるとき

は、その職務を代行する。 

 

９ （略） ７ （略） 

10 （略） ８ （略） 

11 （略） ９ （略） 

12 （略） 10 （略） 



 

13 （略） 11 （略） 

第25条 （略） 第25条 （略） 

２ 中央図書館には、庶務係、奉仕係を置き、前項のほかに次の事務をつか

さどる。 

２ 中央図書館には、庶務係、奉仕係を置き、前項のほかに次の事務をつか

さどる。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

３ 中央図書館には、図書館移転準備室を置き、次の事務をつかさどる。  

(1) 今後の市立図書館の在り方の検討に関すること。  

(2) 中央図書館をはじめとする施設の複合化等に伴う移転作業等の推進

に関すること。 

 

(3) 図書館システムに関すること。  
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